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大気汚染防止法改正に伴う解体等工事に係る
事前調査結果報告について
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１．解体等工事に係る対応フロー
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発注元 元請業者

発注者に調査結果の報告

調査結果の電子報告

（石綿がない場合も必要）

事前調査の発注
（図面などの情報提供）

特定粉じん排出等作業の実施

レベル１、レベル２の

石綿含有時は、届出提出

作業記録の発注者への報告作業記録の報告受

事前調査結果の報告受

事前調査
（令和５年10⽉〜資格必要）



２．石綿事前調査

３

① 一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）

② 特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

③ 一⼾建て等石綿含有建材調査者（一⼾建て等調査者）

環境省では、令和５年１０⽉１⽇までの間も、資格者による調査を推奨

令和５年１０⽉１⽇以降の工事

調査は有資格者に限定



３．調査結果の電子報告（石綿がない場合も必要）

４

工作物の事前調査

「道路・鉄道・橋梁

ガス埋設管等
その他

ボイラー及び圧⼒容器

配管設備（水道管除く）

焼却設備・煙突

貯蔵設備等

「建築物等の解体・改修作
業」に該当しないもの

工作物のうち環境大臣が
定めたもの以外

工作物のうち環境大臣が
定めたもの

事前調査 × 〇 〇

調査結果の報告 × × 〇



４．石綿事前調査結果報告システム（その１）

５

・gBizIDの事前登録 すでに登録可能

・令和４年４⽉１⽇以降に着工する、解体・改修工事が対象

・原則として電子申請で⾏う。



４．石綿事前調査結果報告システム（その２）

６

石綿事前調査結果報告システムの運用スケジュール

令和４年３月１８日~　運用開始

石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアル

環境省HPで操作マニュアル（PDF）が公開されています。

(案)石綿事前調査結果報告システム操作マニュアル基本操作編

(案)石綿事前調査結果報告システム操作マニュアル詳細機能編



（資料）岡⼭県・岡⼭市・倉敷市連名チラシ

７



改正大気汚染防止法の最新情報は

http://www.env.go.jp/air/post_48.html

８

http://www.env.go.jp/air/post_48.html

